
牛肉トレーサビリティ業務事業委託費（継続）

４４６（４５０）百万円

対策のポイント
と畜された牛と販売されている牛肉が同一であることを調査するため、牛肉

のＤＮＡ鑑定を実施しています。

＜背景／課題＞

と畜場において枝肉から照合用サンプルを採取・保管し、小売店などから採取した調査用

サンプル（牛肉）との間でＤＮＡ鑑定を実施し、個体識別番号が正しく表示されていること

を調査しています。

政策目標

牛肉の個体識別番号表示の信頼性の確保

＜内容＞

１．事業内容

と畜場及び販売店等で採取した牛肉のＤＮＡの同一性鑑定を引き続き実施します。

２．委託先 民間団体等

３．事業実施期間 平成１５年度～２４年度

【担当課：消費・安全局 畜水産安全管理課(03)3502-8111(内線4532)】


